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主 な 記 事

主な税制改正要望を紹介 ２面

国税庁の７年度概算要求 ３面

ＳＯ税制の株式管理で手引き ３面

中小Ｍ＆Ａガイドラインを改訂 ４面

東京高裁の判断（一部）

　控訴人（国）は、本件において評価通達６を適用す

べき根拠として、本件相続株式につき、本件通達評価

額と本件相続開始日における交換価値との間に著しい

かい離があり、被控訴人（納税者）らがそのことを十

分に認識することは可能であった旨主張する。

　しかし、取引相場のない株式の交換価値は本来、専

門的評価を経ない限り判明し得ないものであって、（現

に、控訴人は評価を外部委託している）、外形的事実

によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に推

測することが可能であるとは必ずしもいえない。とり

わけ、Ｍ＆Ａが行われる場合においては、高度な経営

判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が決

定されるのであって、売買代金が交換価値を反映して

いるとは限らないというべきである。

　このことは、結果的に、専門的評価により交換価値と

評価通達１８０に定める類似業種比準価額とのかい離の

程度が著しいと判定された場合においても変わらない

のであって、本件相続株式について、譲渡予定価格（�

万５０６８円）と本件算定報告額（８万３７３円）が比較的近

く、これらが本件通達評価額（８１８６円）と大きくかい離

しているからといって、更正処分時点にさかのぼって、

譲渡予定価格が交換価値を反映したものであるとし

て、評価通達の定める方法による画一的な評価を行う

ことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事

情（特段の事情）が存在していたということにはならない。

　そして、評価通達６の適用に当たり、上記かい離の

有無を公平に判断するためには、他の相続案件も含め、

取引相場のない株式その他市場性のない相続財産の全

てについて、専門的評価を行うべきであって、合理的

な理由がないのに、特定の相続財産のみについて専門

的評価を行い、これを基にして課税処分を行うことは、

平等原則に反するものというべきである。

　

納

税

者

が

非

上

場

株

式

等

を

相

続

で

取

得

し

た

際

の

相

続

税

の

申

告

を

巡

り

、

課

税

庁

が

財

産

評

価

基

本

通

達

６

項

を

適

用

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

こ

と

の

是

非

が

争

わ

れ

て

い

る

訴

訟

で

東

京

高

裁

は

一

審

の

東

京

地

裁

に

続

き

、

処

分

を

取

り

消

す

判

決

を

下

し

た

（

９

月

２

日

号

１

面

参

照

）

。

納

税

者

勝

訴

と

い

う

結

果

は

同

じ

な

が

ら

、

高

裁

は

地

裁

の

判

断

に

大

幅

な

変

更

を

加

え

て

い

る

。

高

裁

が

変

更

し

た

判

断

の

う

ち

、

既

報

の

も

の

を

除

く

主

な

も

の

を

お

伝

え

す

る

。

　

経

済

産

業

省

は

令

和

７

年

度

税

制

改

正

要

望

の

中

で

、

Ｄ

Ｘ

（

デ

ジ

タ

ル

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

）

投

資

促

進

税

制

と

５

Ｇ

導

入

促

進

税

制

の

廃

止

を

容

認

し

た

。

　

理

由

に

つ

い

て

、

Ｄ

Ｘ

投

資

促

進

税

制

は

先

進

的

な

Ｄ

Ｘ

事

例

の

普

及

に

一

定

の

役

割

を

果

た

し

、

今

後

は

企

業

・

経

営

者

の

意

識

改

革

や

デ

ジ

タ

ル

人

材

育

成

を

通

じ

て

さ

ら

な

る

Ｄ

Ｘ

推

進

を

進

め

る

こ

と

、

５

Ｇ

導

入

促

進

税

制

は

信

頼

性

等

の

あ

る

５

Ｇ

基

地

局

の

導

入

促

進

に

一

定

の

役

割

を

果

た

し

た

こ

と

を

挙

げ

、

そ

れ

ぞ

れ

適

用

期

限

を

も

っ

て

廃

止

す

る

こ

と

に

し

た

と

し

て

い

る

。

　

租

税

特

別

措

置

の

適

用

実

態

調

査

に

よ

れ

ば

、

Ｄ

Ｘ

投

資

促

進

税

制

の

適

用

件

数

は

特

別

償

却

と

税

額

控

除

を

あ

わ

せ

て

、

制

度

が

創

設

さ

れ

た

３

年

度

と

４

年

度

で

合

計

�

件

、

５

Ｇ

導

入

促

進

税

制

の

適

用

件

数

は

特

別

償

却

と

税

額

控

除

を

あ

わ

せ

て

、

制

度

が

創

設

さ

れ

た

２

年

度

か

ら

４

年

度

ま

で

で

合

計

�

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

令

和

６

年

分

所

得

税

の

定

額

減

税

Ｑ

＆

Ａ

（

予

定

納

税

・

確

定

申

告

関

係

）

を

改

訂

し

た

。

１

問

が

追

加

さ

れ

た

ほ

か

、

２

問

で

修

正

が

加

え

ら

れ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

追

加

さ

れ

た

問

い

は

、

青

色

事

業

専

従

者

等

に

係

る

定

額

減

税

の

適

用

に

係

る

も

の

。

青

色

事

業

専

従

者

の

定

額

減

税

の

適

用

は

定

額

減

税

Ｑ

＆

Ａ

（

概

要

・

源

泉

所

得

税

関

係

）

に

、

青

色

事

業

専

従

者

等

に

対

す

る

調

整

給

付

の

取

扱

い

は

内

閣

府

・

内

閣

官

房

が

公

表

し

て

い

る

定

額

減

税

を

補

足

す

る

給

付

金

（

調

整

給

付

）

等

に

係

る

自

治

体

職

員

向

け

Ｑ

＆

Ａ

に

そ

れ

ぞ

れ

記

載

（

過

去

の

改

訂

で

追

記

）

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

ら

の

内

容

が

反

映

さ

れ

た

。

　

内

容

と

し

て

は

、

①

青

色

事

業

専

従

者

等

は

定

額

減

税

の

対

象

と

な

る

同

一

生

計

配

偶

者

等

に

含

ま

れ

な

い

点

、

②

青

色

事

業

専

従

者

等

が

所

得

控

除

の

合

計

額

以

上

の

所

得

金

額

で

あ

る

な

ど

に

よ

り

、

定

額

減

税

前

の

所

得

税

額

が

あ

る

場

合

は

自

身

で

定

額

減

税

の

適

用

を

受

け

る

点

、

③

青

色

事

業

専

従

者

等

で

控

除

し

き

れ

な

い

定

額

減

税

の

金

額

が

あ

る

場

合

や

定

額

減

税

前

の

所

得

税

額

が

な

い

場

合

は

調

整

給

付

の

対

象

と

な

る

点

、

④

定

額

減

税

前

の

所

得

税

額

お

よ

び

住

民

税

所

得

割

の

な

い

場

合

の

調

整

給

付

の

受

給

に

当

た

っ

て

は

原

則

、

本

人

が

住

ん

で

い

る

自

治

体

に

申

請

を

す

る

点

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

高

裁

は

本

件

に

係

る

判

断

の

枠

組

み

と

し

て

、

６

項

の

適

用

を

巡

る

令

和

４

年

４

月

�

日

の

最

高

裁

判

決

で

示

さ

れ

た

「

相

続

税

の

課

税

価

格

に

算

入

さ

れ

る

財

産

の

価

額

に

つ

い

て

、

評

価

通

達

の

定

め

る

方

法

に

よ

る

画

一

的

な

評

価

を

行

う

こ

と

が

実

質

的

な

租

税

負

担

の

公

平

に

反

す

る

と

い

う

べ

き

事

情

が

あ

る

場

合

に

は

、

合

理

的

な

理

由

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

当

該

財

産

の

価

額

を

評

価

通

達

の

定

め

る

方

法

に

よ

り

評

価

し

た

価

額

を

上

回

る

価

額

に

よ

る

も

の

と

す

る

こ

と

」

は

「

平

等

原

則

に

違

反

す

る

も

の

で

は

な

い

と

解

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

」

な

ど

と

す

る

考

え

を

地

裁

と

同

様

に

踏

襲

。

そ

の

上

で

、

地

裁

の

判

断

を

塗

り

替

え

る

形

で

、

表

の

よ

う

な

判

断

を

示

し

た

。

　

６

項

の

適

用

に

当

た

っ

て

、

生

じ

る

「

か

い

離

」

の

有

無

を

公

平

に

判

断

す

る

た

め

に

は

他

の

相

続

案

件

も

含

め

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

そ

の

他

市

場

性

の

な

い

相

続

財

産

の

す

べ

て

で

専

門

的

評

価

を

行

う

べ

き

な

ど

と

指

摘

。

合

理

的

な

理

由

が

な

い

の

に

特

定

の

財

産

の

み

専

門

的

評

価

を

行

う

こ

と

は

平

等

原

則

に

反

す

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

本

記

事

の

作

成

時

点

で

は

地

裁

、

高

裁

と

も

に

敗

訴

し

た

国

側

が

上

告

等

を

し

た

か

ど

う

か

は

判

明

し

て

い

な

い

が

、

今

後

の

６

項

の

適

用

に

当

た

っ

て

非

常

に

重

要

な

判

断

と

な

る

だ

け

に

、

引

き

続

き

動

向

を

注

視

し

て

い

き

た

い

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ９ �
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河

野

太

郎

デ

ジ

タ

ル

相

が

自

民

党

総

裁

選

に

向

け

て

公

約

と

な

る

政

策

を

発

表

し

た

。

将

来

的

に

年

末

調

整

を

廃

止

し

、

全

て

の

納

税

者

に

確

定

申

告

を

し

て

も

ら

う

と

し

た

。

そ

の

申

告

は

、

行

政

が

所

得

情

報

を

迅

速

に

把

握

す

る

仕

組

み

を

構

築

す

る

こ

と

で

、

自

動

で

の

入

力

や

計

算

が

可

能

と

な

り

、

簡

素

で

容

易

な

も

の

に

な

る

と

し

て

い

る

★

諸

外

国

の

多

く

は

、

源

泉

徴

収

を

行

い

、

年

末

調

整

の

あ

る

国

と

な

い

国

に

分

か

れ

る

。

平

成

�

年

の

政

府

税

調

の

資

料

に

よ

る

と

、

年

末

調

整

の

あ

る

国

は

英

国

や

ド

イ

ツ

、

な

い

国

は

米

国

や

カ

ナ

ダ

、

ス

ウ

ェ

ー

デ

ン

な

ど

★

日

税

連

で

は

年

末

調

整

の

廃

止

に

つ

い

て

、

令

和

２

年

に

取

り

ま

と

め

た

答

申

で

、

給

与

所

得

者

と

税

務

当

局

の

事

務

負

担

が

増

加

し

、

執

行

上

の

問

題

が

生

ず

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

し

て

、

廃

止

は

適

当

で

は

な

い

と

し

て

い

る

。

今

後

、

廃

止

に

関

す

る

検

討

や

議

論

が

行

わ

れ

る

の

だ

ろ

う

か

。

（

Ｔ

）

　

各

省

庁

の

令

和

７

年

度

税

制

改

正

要

望

が

出

そ

ろ

っ

た

。

財

務

省

と

総

務

省

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

各

省

庁

の

要

望

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

今

週

号

で

は

、

前

号

に

掲

載

し

た

経

済

産

業

省

と

国

土

交

通

省

以

外

の

省

庁

の

主

な

要

望

を

紹

介

す

る

。

金

融

庁

は

、

上

場

株

式

等

の

相

続

税

に

係

る

物

納

要

件

等

の

見

直

し

な

ど

、

厚

生

労

働

省

は

、

医

療

・

介

護

Ｄ

Ｘ

の

推

進

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

な

ど

、

こ

ど

も

家

庭

庁

は

、

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

生

命

保

険

料

控

除

の

拡

充

な

ど

を

要

望

し

た

。

　

持

続

的

な

食

料

シ

ス

テ

ム

の

確

立

に

向

け

た

農

業

と

食

品

産

業

の

連

携

強

化

等

の

促

進

に

係

る

税

制

上

の

所

要

の

措

置

（

所

得

税

・

法

人

税

、

登

録

免

許

税

）

を

要

望

し

た

。

　

食

料

シ

ス

テ

ム

の

持

続

性

確

保

の

た

め

の

法

制

度

（

計

画

認

定

制

度

）

の

創

設

を

前

提

と

し

た

税

制

上

の

特

例

と

し

て

、

①

食

品

産

業

の

事

業

者

が

計

画

の

認

定

を

受

け

た

場

合

、

当

該

計

画

が

経

営

力

向

上

計

画

の

認

定

要

件

を

満

た

す

も

の

で

あ

っ

た

と

き

は

、

そ

の

認

定

を

受

け

た

も

の

と

み

な

し

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

適

用

を

措

置

し

、

ま

た

、

こ

の

う

ち

農

業

者

と

連

携

し

て

計

画

の

認

定

を

受

け

た

中

小

企

業

に

対

し

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

上

乗

せ

措

置

を

創

設

、

②

現

行

の

農

業

経

営

基

盤

強

化

準

備

金

制

度

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

者

が

、

食

品

産

業

の

事

業

者

と

連

携

し

て

計

画

の

認

定

を

受

け

た

場

合

、

対

象

資

産

と

し

て

農

業

と

食

品

産

業

の

連

携

強

化

を

図

る

た

め

の

設

備

を

追

加

、

③

食

品

産

業

の

事

業

者

が

計

画

の

認

定

を

受

け

た

場

合

、

当

該

計

画

が

産

業

競

争

力

強

化

法

に

基

づ

く

事

業

適

応

計

画

（

エ

ネ

ル

ギ

ー

利

用

環

境

負

荷

低

減

事

業

適

応

計

画

の

う

ち

生

産

工

程

効

率

化

等

設

備

に

係

る

も

の

）

、

事

業

再

編

計

画

の

認

定

要

件

を

満

た

す

も

の

で

あ

っ

た

と

き

は

、

そ

の

計

画

の

認

定

を

受

け

た

も

の

と

み

な

し

、

カ

ー

ボ

ン

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

に

向

け

た

投

資

促

進

税

制

、

事

業

再

編

に

係

る

登

記

の

税

率

軽

減

適

用

を

措

置

す

る

こ

と

を

求

め

た

。

　

医

療

・

介

護

Ｄ

Ｘ

の

推

進

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

を

新

規

に

要

望

し

た

。

　

こ

の

点

、

「

経

済

財

政

運

営

と

改

革

の

基

本

方

針

　

２

０

２

４

」

（

令

和

６

年

６

月

�

日

閣

議

決

定

）

で

は

、

よ

り

質

の

高

い

効

率

的

な

医

療

・

介

護

を

提

供

す

る

体

制

を

構

築

す

る

と

と

も

に

、

医

療

デ

ー

タ

を

活

用

し

、

医

療

の

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

を

促

進

す

る

た

め

、

政

府

を

挙

げ

て

医

療

・

介

護

Ｄ

Ｘ

を

確

実

か

つ

着

実

に

推

進

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

の

た

め

、

医

療

・

介

護

Ｄ

Ｘ

の

推

進

に

向

け

、

医

療

介

護

の

デ

ー

タ

利

活

用

の

方

針

お

よ

び

基

盤

整

備

、

シ

ス

テ

ム

開

発

・

運

用

主

体

の

あ

り

方

等

に

つ

い

て

、

社

会

保

障

審

議

会

等

で

検

討

を

行

い

、

そ

の

結

果

等

を

踏

ま

え

て

、

税

制

上

の

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

医

薬

品

・

医

療

機

器

等

の

規

制

に

関

す

る

制

度

の

見

直

し

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

に

つ

い

て

は

、

医

薬

品

・

医

療

機

器

等

の

規

制

に

関

す

る

制

度

の

見

直

し

に

向

け

、

安

全

か

つ

迅

速

な

承

認

制

度

の

確

立

等

に

つ

い

て

、

厚

生

科

学

審

議

会

で

検

討

を

行

っ

て

お

り

、

そ

の

結

果

等

を

踏

ま

え

て

、

税

制

上

の

所

要

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

を

要

望

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

公

的

年

金

制

度

の

見

直

し

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

に

つ

い

て

は

、

公

的

年

金

制

度

の

あ

り

方

に

つ

い

て

、

社

会

保

障

審

議

会

年

金

部

会

で

検

討

を

行

っ

て

お

り

、

そ

の

結

果

等

を

踏

ま

え

て

、

税

制

上

の

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

こ

と

、

企

業

年

金

・

個

人

年

金

制

度

の

見

直

し

に

伴

う

税

制

上

の

所

要

の

措

置

に

つ

い

て

も

、

私

的

年

金

制

度

の

あ

り

方

に

つ

い

て

、

社

会

保

障

審

議

会

企

業

年

金

・

個

人

年

金

部

会

で

検

討

を

行

っ

て

お

り

、

そ

の

結

果

等

を

踏

ま

え

て

、

税

制

上

の

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

利

便

性

向

上

や

企

業

年

金

、

個

人

年

金

制

度

の

拡

充

等

、

暗

号

資

産

取

引

に

係

る

課

税

上

の

取

扱

い

に

つ

い

て

の

検

討

を

含

む

金

融

所

得

課

税

の

一

体

化

（

金

融

商

品

に

係

る

損

益

通

算

範

囲

の

拡

大

）

を

要

望

す

る

と

と

も

に

、

令

和

６

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

物

納

許

可

限

度

額

の

計

算

方

法

に

つ

い

て

早

急

に

検

討

し

結

論

を

得

る

と

さ

れ

た

こ

と

を

受

け

て

、

上

場

株

式

等

の

相

続

税

に

係

る

物

納

要

件

等

の

見

直

し

を

求

め

た

。

　

こ

の

う

ち

、

物

納

要

件

等

は

平

成

�

年

度

か

ら

継

続

要

望

し

て

い

る

が

、

６

年

度

与

党

大

綱

の

検

討

事

項

に

「

い

わ

ゆ

る

『

老

老

相

続

』

や

相

続

財

産

の

構

成

の

変

化

な

ど

相

続

税

を

取

り

巻

く

経

済

社

会

の

構

造

変

化

を

踏

ま

え

、

納

税

者

の

支

払

能

力

を

よ

り

的

確

に

勘

案

し

た

物

納

制

度

と

な

る

よ

う

、

延

納

制

度

も

含

め

、

物

納

許

可

限

度

額

の

計

算

方

法

に

つ

い

て

早

急

に

検

討

し

結

論

を

得

る

」

こ

と

が

盛

り

込

ま

れ

、

見

直

し

に

向

け

た

機

運

が

高

ま

っ

て

い

る

。

　

今

回

の

要

望

で

は

、

現

行

の

相

続

税

法

の

物

納

に

「

延

納

に

よ

っ

て

も

金

銭

で

納

付

す

る

こ

と

が

困

難

な

金

額

の

範

囲

内

で

あ

る

こ

と

」

等

の

要

件

が

あ

り

、

税

務

署

長

の

許

可

を

得

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

利

用

実

績

が

限

定

的

で

あ

る

と

指

摘

。

ま

た

、

上

場

株

式

等

は

納

税

者

が

換

金

せ

ず

と

も

国

で

容

易

に

換

金

が

可

能

で

あ

る

こ

と

、

高

齢

化

が

進

み

、

相

続

人

・

被

相

続

人

と

も

に

高

齢

者

で

あ

る

老

老

相

続

が

増

加

す

る

こ

と

が

見

込

ま

れ

る

こ

と

な

ど

の

環

境

下

で

は

、

納

税

者

が

物

納

を

利

用

し

や

す

い

納

税

環

境

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

た

。

　

加

え

て

、

相

続

財

産

と

な

っ

た

上

場

株

式

等

は

原

則

、

相

続

時

点

の

時

価

で

評

価

さ

れ

る

た

め

、

株

価

の

下

落

に

備

え

て

売

却

さ

れ

る

ケ

ー

ス

が

み

ら

れ

、

国

民

の

資

産

選

択

に

歪

み

を

与

え

て

い

る

と

い

っ

た

指

摘

も

あ

る

と

し

た

。

　

こ

の

た

め

、

納

税

者

が

上

場

株

式

等

の

相

続

に

係

る

物

納

を

利

用

し

や

す

い

よ

う

特

例

を

措

置

し

、

納

税

環

境

の

整

備

を

図

る

と

と

も

に

、

上

場

株

式

等

に

係

る

相

続

税

評

価

方

法

等

の

見

直

し

を

行

う

こ

と

で

上

場

株

式

等

と

他

の

資

産

と

の

間

に

お

け

る

相

続

税

に

係

る

負

担

感

の

差

を

解

消

す

る

こ

と

を

求

め

た

。

　

令

和

６

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

で

示

さ

れ

て

い

た

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

生

命

保

険

料

控

除

の

拡

充

を

求

め

た

。

所

得

税

に

お

い

て

、

生

命

保

険

料

控

除

に

お

け

る

新

生

命

保

険

料

に

係

る

一

般

枠

（

遺

族

保

障

）

に

つ

い

て

、

�

歳

未

満

の

扶

養

親

族

を

有

す

る

場

合

に

は

、

現

行

の

４

万

円

の

適

用

限

度

額

に

対

し

て

２

万

円

の

上

乗

せ

措

置

を

講

ず

る

と

し

た

。

同

措

置

の

適

用

見

込

み

は

約

４

０

０

０

万

人

と

な

っ

て

い

る

。

　

結

婚

・

子

育

て

資

金

の

一

括

贈

与

に

係

る

贈

与

税

の

非

課

税

措

置

に

つ

い

て

は

拡

充

と

延

長

を

求

め

た

。

非

課

税

措

置

の

対

象

と

な

る

費

用

に

「

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

」

に

係

る

費

用

を

追

加

す

る

な

ど

要

件

を

拡

充

し

、

適

用

期

限

を

９

年

３

月

�

日

ま

で

２

年

延

長

す

る

と

し

た

。

同

措

置

に

お

け

る

受

益

者

は

５

年

�

月

時

点

で

７

６

２

４

人

、

契

約

数

は

７

７

３

６

件

、

受

託

残

高

は

�

億

３

４

２

万

円

（

信

託

協

会

加

盟

会

社

の

実

績

分

）

と

な

っ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

７

年

度

の

予

算

概

算

要

求

と

定

員

・

機

構

要

求

を

ま

と

め

た

。

７

年

度

予

算

概

算

要

求

額

は

、

６

年

度

当

初

予

算

額

比

４

・

５

％

増

の

６

４

４

５

億

６

７

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

う

ち

、

日

本

産

酒

類

の

輸

出

促

進

等

を

中

心

と

し

た

酒

類

業

振

興

事

業

経

費

と

し

て

同

�

・

２

％

増

の

�

億

８

１

０

０

万

円

を

要

求

し

た

。

他

方

、

機

構

要

求

に

お

い

て

は

、

５

年

度

か

ら

２

年

に

１

歳

ず

つ

段

階

的

に

引

き

上

げ

て

い

る

国

家

公

務

員

の

定

年

引

上

げ

に

伴

い

、

役

職

定

年

制

の

対

応

と

し

て

豊

富

な

知

識

と

経

験

を

活

か

し

、

税

理

士

法

違

反

行

為

者

に

対

す

る

懲

戒

処

分

な

ど

を

行

う

「

税

理

士

事

務

専

門

官

」

（

仮

称

）

の

各

局

の

新

設

を

求

め

て

い

る

。

　

令

和

６

年

度

税

制

改

正

で

は

、

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

（

Ｓ

Ｏ

）

税

制

に

お

い

て

、

発

行

会

社

自

身

に

よ

る

株

式

管

理

ス

キ

ー

ム

が

措

置

さ

れ

た

。

譲

渡

制

限

株

式

に

つ

い

て

、

発

行

会

社

に

よ

る

株

式

の

管

理

が

さ

れ

る

場

合

に

は

、

証

券

会

社

等

に

よ

る

株

式

の

保

管

委

託

に

代

え

て

発

行

会

社

に

よ

る

株

式

の

管

理

も

可

能

と

な

っ

た

。

こ

れ

に

伴

い

、

経

済

産

業

省

は

こ

の

ほ

ど

、

役

職

員

等

が

税

制

適

格

Ｓ

Ｏ

を

行

使

し

て

取

得

し

た

株

式

に

つ

い

て

、

発

行

会

社

自

身

で

管

理

す

る

た

め

の

要

件

を

ま

と

め

た

手

引

き

を

発

表

し

た

。

発

行

会

社

が

作

成

・

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

「

区

分

管

理

帳

簿

」

の

記

載

事

項

や

イ

メ

ー

ジ

、

役

職

員

等

が

株

式

を

譲

渡

す

る

場

合

に

求

め

ら

れ

る

対

応

、

上

場

（

申

請

）

時

の

対

応

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

区

分

管

理

帳

簿

と

は

、

Ｓ

Ｏ

を

行

使

し

て

取

得

し

た

株

式

を

区

分

管

理

す

る

た

め

の

帳

簿

で

、

役

職

員

等

が

税

制

適

格

Ｓ

Ｏ

を

行

使

し

て

取

得

し

た

株

式

を

発

行

会

社

自

身

で

管

理

す

る

場

合

、

発

行

会

社

は

、

「

権

利

者

」

と

「

承

継

特

例

適

用

者

」

ご

と

に

、

特

定

株

式

等

の

取

得

日

や

譲

渡

日

な

ど

一

定

の

事

項

を

記

載

し

た

区

分

管

理

帳

簿

を

作

成

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

し

て

い

る

。

　

権

利

者

と

は

、

税

制

適

格

Ｓ

Ｏ

を

付

与

さ

れ

た

者

、

承

継

特

例

適

用

者

と

は

、

権

利

者

が

税

制

適

格

Ｓ

Ｏ

を

行

使

す

る

こ

と

で

取

得

し

た

株

式

を

相

続

等

に

よ

っ

て

承

継

し

た

者

、

特

定

株

式

と

は

、

税

制

適

格

Ｓ

Ｏ

を

行

使

す

る

こ

と

で

取

得

さ

れ

、

か

つ

税

制

適

格

性

を

維

持

す

る

株

式

と

な

っ

て

い

る

。

　

区

分

管

理

帳

簿

は

保

存

も

必

要

と

な

る

。

発

行

会

社

は

、

作

成

し

た

区

分

管

理

帳

簿

を

、

権

利

者

ま

た

は

承

継

特

例

適

用

者

の

別

に

整

理

し

、

閉

鎖

の

日

の

属

す

る

年

の

翌

年

か

ら

５

年

間

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

し

て

い

る

。

閉

鎖

と

は

、

権

利

者

等

に

係

る

特

定

株

式

等

の

全

て

を

第

三

者

に

譲

渡

し

た

場

合

な

ど

、

発

行

会

社

が

特

定

株

式

等

の

管

理

を

終

了

す

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

　

区

分

管

理

帳

簿

は

、

フ

ォ

ー

マ

ッ

ト

（

例

）

が

公

開

さ

れ

て

お

り

、

記

載

イ

メ

ー

ジ

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

役

職

員

等

が

Ｓ

Ｏ

を

行

使

し

て

取

得

し

た

株

式

を

譲

渡

す

る

場

合

で

は

、

権

利

者

等

と

発

行

会

社

に

求

め

ら

れ

る

対

応

が

示

さ

れ

て

い

る

。

例

え

ば

、

権

利

者

等

は

、

発

行

会

社

が

管

理

す

る

特

定

株

式

等

を

譲

渡

し

た

場

合

、

遅

滞

な

く

、

発

行

会

社

に

一

定

の

事

項

を

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

発

行

会

社

は

、

特

定

株

式

等

の

譲

渡

価

額

が

そ

の

取

得

価

額

を

上

回

っ

て

い

る

場

合

、

権

利

者

等

に

対

し

て

、

確

定

申

告

が

必

要

と

な

る

旨

通

知

す

る

こ

と

が

望

ま

し

い

と

し

て

い

る

。

　

上

場

（

申

請

）

時

の

対

応

で

は

、

株

式

等

振

替

制

度

へ

の

移

行

や

上

場

に

伴

う

譲

渡

制

限

の

撤

廃

な

ど

に

つ

い

て

解

説

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

５

日

、

令

和

６

年

分

の

確

定

申

告

は

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

と

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

で

さ

ら

に

便

利

に

な

る

と

し

て

、

新

た

な

機

能

等

を

発

表

し

た

。

　

そ

れ

に

よ

る

と

、

７

年

１

月

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

が

ス

マ

ホ

用

電

子

証

明

書

に

対

応

す

る

。

ス

マ

ホ

で

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

か

ら

ス

マ

ホ

用

電

子

証

明

書

の

利

用

申

請

・

登

録

を

す

る

こ

と

で

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

ス

マ

ホ

で

読

み

取

ら

な

く

て

も

、

申

告

書

の

作

成

や

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

送

信

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

。

利

用

者

証

明

用

電

子

証

明

書

の

パ

ス

ワ

ー

ド

は

、

機

種

に

よ

っ

て

異

な

る

が

、

ス

マ

ホ

の

生

体

認

証

機

能

等

を

利

用

で

き

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

ア

ン

ド

ロ

イ

ド

で

の

み

利

用

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

ｉ

Ｏ

Ｓ

に

つ

い

て

は

、

デ

ジ

タ

ル

庁

に

よ

る

と

、

来

年

の

春

に

リ

リ

ー

ス

で

き

る

よ

う

に

取

組

み

を

進

め

る

と

し

て

い

る

。

　

ス

マ

ホ

向

け

の

専

用

画

面

も

拡

大

す

る

。

ス

マ

ホ

で

の

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

の

操

作

に

お

い

て

、

７

年

１

月

か

ら

、

所

得

税

の

す

べ

て

の

画

面

で

ス

マ

ホ

で

も

操

作

し

や

す

い

画

面

を

提

供

す

る

。

消

費

税

及

び

贈

与

税

に

つ

い

て

は

、

一

部

の

画

面

で

提

供

す

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

パ

ソ

コ

ン

で

表

示

さ

れ

る

画

面

も

デ

ザ

イ

ン

を

統

一

し

、

操

作

性

が

向

上

す

る

と

し

て

い

る

。

　

６

年

度

の

要

求

額

全

体

の

約

９

割

を

占

め

る

人

件

費

は

、

退

職

手

当

の

増

加

に

よ

り

前

年

度

よ

り

２

３

８

億

円

多

い

５

６

１

８

億

３

４

０

０

万

円

で

、

一

般

経

費

は

、

前

年

度

よ

り

�

億

円

多

い

８

２

７

億

３

３

０

０

万

円

だ

っ

た

。

　

一

般

経

費

の

内

訳

を

見

る

と

、

税

に

関

す

る

電

話

相

談

や

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

関

係

が

含

ま

れ

る

「

納

税

者

利

便

向

上

経

費

」

は

、

同

４

・

１

％

減

の

�

億

２

１

０

０

万

円

を

要

求

。

「

庁

局

署

一

般

経

費

」

は

、

同

１

・

３

％

増

の

６

１

０

億

１

２

０

０

万

円

で

、

福

島

・

相

馬

署

の

仮

庁

舎

へ

の

移

転

関

係

経

費

７

３

０

０

万

円

も

含

ま

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

「

酒

類

業

振

興

事

業

経

費

」

は

、

日

本

産

酒

類

の

輸

出

促

進

等

を

中

心

に

同

�

・

２

％

増

の

�

億

８

１

０

０

万

円

を

要

求

。

主

な

内

訳

を

見

る

と

、

「

酒

類

事

業

者

向

け

補

助

金

」

が

同

�

・

１

％

増

の

�

億

円

、

「

輸

出

促

進

等

に

よ

る

酒

類

業

振

興

関

係

」

が

同

�

・

８

％

増

の

�

億

８

０

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

他

方

の

７

年

度

の

定

員

要

求

で

は

、

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

円

滑

な

実

施

へ

の

対

応

等

の

観

点

か

ら

、

６

７

４

人

の

増

員

要

求

を

行

っ

た

。

こ

の

主

な

内

訳

は

、

「

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

円

滑

な

導

入

へ

の

対

応

等

」

が

２

８

７

人

、

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

が

２

３

０

人

と

な

っ

て

い

る

。

一

方

、

７

年

度

の

同

庁

の

定

員

合

理

化

目

標

数

は

５

５

２

人

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

の

結

果

、

７

年

度

定

員

の

純

増

要

求

数

は

１

２

２

人

と

な

っ

た

。

　

機

構

要

求

で

は

、

「

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

円

滑

な

導

入

等

」

や

同

庁

が

重

点

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

「

消

費

税

不

正

還

付

へ

の

対

応

」

と

し

て

、

福

岡

局

課

税

第

二

部

に

次

長

の

設

置

、

ま

た

、

主

要

署

（

未

定

）

に

消

費

税

専

門

官

�

人

の

増

設

を

要

求

し

た

。

「

経

済

社

会

の

デ

ジ

タ

ル

化

・

グ

ロ

ー

バ

ル

化

に

伴

う

調

査

・

徴

収

事

案

の

複

雑

・

困

難

化

へ

の

対

応

」

と

し

て

、

大

阪

局

調

査

第

一

部

に

国

際

監

理

官

の

増

設

を

要

求

。

経

済

の

グ

ロ

ー

バ

ル

化

が

急

速

に

進

む

中

、

現

在

は

東

京

局

調

査

第

一

部

に

の

み

設

置

さ

れ

て

い

る

国

際

監

理

官

を

大

阪

局

に

も

置

き

、

西

日

本

の

セ

ン

タ

ー

局

と

し

て

グ

ロ

ー

バ

ル

化

の

対

応

を

重

点

化

し

て

い

き

た

い

考

え

だ

。

「

酒

類

業

振

興

の

た

め

の

体

制

整

備

」

と

し

て

、

同

庁

課

税

部

に

「

鑑

定

参

事

官

」

（

仮

称

）

の

新

設

を

要

求

。

課

長

級

の

鑑

定

参

事

官

を

置

く

こ

と

で

、

日

本

産

酒

類

の

海

外

拡

大

に

向

け

た

対

外

的

な

調

整

に

臨

む

際

の

格

を

高

め

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

５

年

度

か

ら

２

年

に

１

歳

ず

つ

段

階

的

に

引

き

上

げ

て

い

る

国

家

公

務

員

の

定

年

引

上

げ

に

伴

い

、

役

職

定

年

制

の

対

応

と

し

て

豊

富

な

知

識

と

経

験

を

活

か

し

、

税

理

士

法

違

反

行

為

者

に

対

す

る

懲

戒

処

分

な

ど

を

行

う

「

税

理

士

事

務

専

門

官

」

（

仮

称

）

の

新

設

を

求

め

た

。

要

求

が

通

れ

ば

、

各

局

（

所

）

に

配

置

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

中

小

企

業

庁

は

８

月

�

日

、

中

小

Ｍ

＆

Ａ

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

を

改

訂

し

た

。

昨

年

９

月

の

改

訂

に

続

く

も

の

で

今

回

の

改

訂

で

同

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

は

第

３

版

と

な

る

。

不

適

切

な

譲

り

受

け

側

（

買

手

）

の

存

在

や

経

営

者

保

証

に

関

す

る

ト

ラ

ブ

ル

、

Ｍ

＆

Ａ

専

門

業

者

が

実

施

す

る

過

剰

な

営

業

・

広

告

等

の

課

題

に

対

応

し

、

中

小

企

業

向

け

の

ガ

イ

ダ

ン

ス

お

よ

び

仲

介

者

・

Ｆ

Ａ

（

フ

ィ

ナ

ン

シ

ャ

ル

・

ア

ド

バ

イ

ザ

ー

）

向

け

の

留

意

事

項

等

を

拡

充

し

た

。

　

国

税

庁

で

は

、

悪

質

・

処

理

困

難

事

案

に

対

し

て

「

第

二

次

納

税

義

務

」

を

賦

課

す

る

方

法

に

よ

り

、

租

税

の

徴

収

確

保

を

図

っ

て

い

る

。

　

「

第

二

次

納

税

義

務

制

度

」

は

、

本

来

の

納

税

義

務

者

か

ら

租

税

の

全

部

ま

た

は

一

部

を

徴

収

す

る

こ

と

が

出

来

な

い

場

合

に

、

納

税

者

の

配

偶

者

そ

の

他

の

親

族

で

、

納

税

者

と

生

計

を

一

に

し

、

又

は

納

税

者

か

ら

受

け

る

金

銭

そ

の

他

の

財

産

に

よ

り

生

計

を

維

持

し

て

い

る

も

の

や

、

そ

の

納

税

義

務

者

と

特

殊

な

関

係

に

あ

る

者

等

を

第

二

次

納

税

義

務

者

と

し

、

そ

の

者

に

対

し

て

補

充

的

に

納

税

義

務

を

負

担

さ

せ

る

こ

と

に

よ

り

、

徴

税

手

続

の

合

理

化

を

図

る

た

め

に

認

め

ら

れ

て

い

る

制

度

だ

。

法

令

の

要

件

に

該

当

す

る

事

実

を

把

握

し

た

と

き

は

、

第

二

次

納

税

義

務

を

賦

課

す

る

こ

と

に

よ

り

、

租

税

の

徴

収

確

保

を

図

っ

て

い

る

。

　

令

和

５

事

務

年

度

は

、

第

二

次

納

税

義

務

の

賦

課

を

約

１

０

０

回

（

１

人

に

つ

き

複

数

回

賦

課

す

る

ケ

ー

ス

も

あ

る

）

行

っ

た

。

　

第

二

次

納

税

義

務

を

賦

課

し

た

事

例

は

次

の

通

り

。

【

第

二

次

納

税

義

務

を

賦

課

し

、

滞

納

国

税

の

全

額

を

徴

収

し

た

事

例

（

関

信

局

管

内

）

】

　

滞

納

国

税

を

累

積

さ

せ

た

ま

ま

廃

業

し

た

滞

納

法

人

は

、

す

で

に

解

散

登

記

を

済

ま

せ

て

お

り

、

差

押

可

能

財

産

は

見

当

た

ら

な

か

っ

た

。

　

し

か

し

、

財

産

調

査

に

よ

り

、

廃

業

直

前

に

滞

納

法

人

の

預

金

口

座

か

ら

多

額

の

現

金

が

出

金

さ

れ

て

い

る

事

実

を

把

握

し

た

。

　

調

査

を

進

め

た

結

果

、

代

表

者

が

、

そ

の

現

金

を

原

資

と

し

て

、

自

己

の

住

宅

ロ

ー

ン

の

返

済

を

行

っ

て

い

た

事

実

が

判

明

し

た

。

　

当

該

行

為

は

、

滞

納

法

人

か

ら

代

表

者

に

対

す

る

金

銭

の

贈

与

に

該

当

す

る

と

判

断

し

、

代

表

者

に

対

し

て

第

二

次

納

税

義

務

を

賦

課

し

た

と

こ

ろ

、

代

表

者

か

ら

滞

納

国

税

全

額

の

納

付

が

あ

っ

た

。

　

今

回

、

改

訂

に

よ

っ

て

拡

充

等

が

さ

れ

た

の

は

主

に

、

①

仲

介

者

・

Ｆ

Ａ

の

手

数

料

・

提

供

業

務

に

関

す

る

事

項

、

②

広

告

・

営

業

の

禁

止

事

項

の

明

記

、

③

利

益

相

反

に

係

る

禁

止

事

項

の

具

体

化

、

④

ネ

ー

ム

ク

リ

ア

・

テ

ー

ル

条

項

に

関

す

る

規

律

、

⑤

最

終

契

約

後

の

当

事

者

間

の

リ

ス

ク

事

項

に

つ

い

て

、

⑥

譲

り

渡

し

側

の

経

営

者

保

証

の

扱

い

に

つ

い

て

、

⑦

不

適

切

な

事

業

者

の

排

除

に

つ

い

て

―

―

の

七

つ

。

　

こ

の

う

ち

、

①

で

は

、

中

小

企

業

者

に

向

け

て

手

数

料

と

業

務

内

容

・

質

等

の

確

認

の

重

要

性

と

手

数

料

交

渉

の

検

討

等

に

つ

い

て

追

記

す

る

と

と

も

に

、

仲

介

者

・

Ｆ

Ａ

向

け

に

手

数

料

の

詳

細

説

明

、

プ

ロ

セ

ス

ご

と

の

提

供

業

務

の

具

体

的

説

明

、

担

当

者

の

保

有

資

格

や

経

験

年

数

、

成

約

実

績

等

の

説

明

等

を

求

め

る

こ

と

と

し

た

。

②

で

は

、

仲

介

者

・

Ｆ

Ａ

向

け

に

営

業

先

が

希

望

し

な

い

場

合

の

広

告

・

営

業

の

停

止

等

を

求

め

て

い

る

。

③

で

は

、

仲

介

者

向

け

に

追

加

手

数

料

を

支

払

う

者

や

リ

ピ

ー

タ

ー

へ

の

優

遇

を

禁

止

し

、

情

報

の

取

扱

い

に

係

る

禁

止

事

項

の

明

確

化

な

ど

を

行

っ

た

。

　

ま

た

、

⑥

で

は

、

中

小

企

業

者

に

向

け

て

Ｍ

＆

Ａ

を

通

じ

た

経

営

者

保

証

の

解

除

ま

た

は

譲

り

受

け

側

へ

の

移

行

を

確

実

に

実

施

す

る

た

め

の

対

応

と

し

て

、

士

業

等

専

門

家

・

事

業

承

継

・

引

継

ぎ

支

援

セ

ン

タ

ー

や

経

営

者

保

証

の

提

供

先

の

金

融

機

関

等

へ

の

Ｍ

＆

Ａ

成

立

前

の

相

談

や

最

終

契

約

に

お

け

る

位

置

づ

け

の

検

討

等

の

対

応

に

つ

い

て

明

記

。

仲

介

者

・

Ｆ

Ａ

向

け

に

は

、

士

業

等

専

門

家

・

事

業

承

継

・

引

継

ぎ

支

援

セ

ン

タ

ー

や

経

営

者

保

証

の

提

供

先

の

金

融

機

関

等

へ

の

相

談

が

選

択

肢

と

な

る

旨

の

説

明

、

最

終

契

約

に

お

け

る

経

営

者

保

証

の

扱

い

の

調

整

を

行

う

こ

と

を

求

め

た

。

　

な

お

、

⑦

に

関

し

て

は

、

Ｍ

＆

Ａ

仲

介

業

の

自

主

規

制

団

体

で

あ

る

一

般

社

団

法

人

Ｍ

＆

Ａ

仲

介

協

会

が

８

月

�

日

、

悪

質

な

譲

受

け

事

業

者

の

情

報

を

会

員

間

で

共

有

す

る

「

特

定

事

業

者

リ

ス

ト

」

の

運

用

を

�

月

１

日

に

開

始

す

る

と

発

表

し

て

い

る

（

９

月

２

日

号

４

面

参

照

）

。

　

中

企

庁

で

は

、

今

回

の

改

訂

を

通

じ

て

、

中

小

Ｍ

＆

Ａ

市

場

に

お

け

る

健

全

な

環

境

整

備

と

支

援

機

関

に

お

け

る

支

援

の

質

の

向

上

を

図

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

「

新

た

な

事

業

の

創

出

及

び

産

業

へ

の

投

資

を

促

進

す

る

た

め

の

産

業

競

争

力

強

化

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

」

の

一

部

が

２

日

に

施

行

さ

れ

た

。

産

業

競

争

力

強

化

法

関

係

で

は

、

会

社

法

の

特

例

と

し

て

、

募

集

新

株

予

約

権

の

機

動

的

な

発

行

（

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

・

プ

ー

ル

）

に

関

す

る

制

度

が

創

設

さ

れ

た

。

経

済

産

業

相

と

法

務

相

の

確

認

を

得

た

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

を

対

象

に

、

自

社

で

定

め

る

一

定

の

範

囲

で

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

（

Ｓ

Ｏ

）

の

柔

軟

か

つ

機

動

的

な

発

行

を

可

能

と

す

る

制

度

で

、

募

集

新

株

予

約

権

の

募

集

事

項

に

関

し

て

、

株

主

総

会

か

ら

取

締

役

（

会

）

へ

委

任

で

き

る

事

項

と

し

て

、

権

利

行

使

価

額

と

権

利

行

使

期

間

が

追

加

さ

れ

、

委

任

の

有

効

期

限

が

１

年

間

か

ら

会

社

設

立

後

最

大

�

年

間

に

延

長

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

っ

た

。

　

Ｓ

Ｏ

は

、

特

に

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

に

お

い

て

、

人

材

確

保

の

観

点

か

ら

重

要

と

な

る

が

、

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

を

含

む

非

公

開

会

社

に

お

い

て

は

、

株

主

総

会

の

決

議

で

Ｓ

Ｏ

の

内

容

を

定

め

る

こ

と

が

必

要

と

な

る

。

し

か

し

、

取

締

役

会

に

決

定

を

委

任

で

き

る

範

囲

・

期

間

が

限

ら

れ

て

お

り

、

柔

軟

性

や

機

動

性

に

欠

け

る

状

態

と

な

っ

て

い

た

。

そ

こ

で

、

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

の

人

材

確

保

を

よ

り

後

押

し

す

る

た

め

、

産

競

法

改

正

に

よ

り

会

社

法

の

特

例

と

し

て

同

制

度

が

措

置

さ

れ

た

。

　

経

産

省

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

は

、

同

制

度

の

概

要

や

法

令

の

ほ

か

、

経

産

相

と

法

務

相

の

確

認

に

関

す

る

手

続

の

流

れ

や

申

請

可

否

の

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

、

同

制

度

の

Ｑ

＆

Ａ

な

ど

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

経

産

省

で

は

、

確

認

申

請

の

前

に

事

前

相

談

を

行

っ

て

く

だ

さ

い

と

し

て

お

り

、

事

前

相

談

か

ら

正

式

申

請

が

可

能

と

な

る

ま

で

に

、

少

な

く

と

も

１

カ

月

は

必

要

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

正

式

申

請

か

ら

確

認

書

の

交

付

ま

で

の

標

準

処

理

期

間

は

１

カ

月

と

し

て

い

る

。

　

申

請

可

否

の

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

で

は

、

申

請

可

と

な

る

パ

タ

ー

ン

ご

と

に

、

申

請

に

必

要

と

な

る

書

類

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

同

制

度

に

お

け

る

特

例

委

任

決

議

等

に

よ

っ

て

発

行

さ

れ

た

募

集

新

株

予

約

権

で

あ

っ

て

も

、

税

制

適

格

Ｓ

Ｏ

と

し

て

の

要

件

を

満

た

し

て

い

る

限

り

、

Ｓ

Ｏ

税

制

を

活

用

で

き

る

と

し

て

い

る

。

　

Ｓ

Ｏ

税

制

に

つ

い

て

は

、

６

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

年

間

権

利

行

使

価

額

の

限

度

額

の

引

上

げ

や

発

行

会

社

自

身

に

よ

る

株

式

管

理

ス

キ

ー

ム

な

ど

が

措

置

さ

れ

て

い

る

。

　

財

務

省

は

１

日

、

７

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

前

年

同

月

比

�

・

６

％

減

の

４

兆

３

１

８

９

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

�

・

２

％

減

の

７

兆

２

７

７

１

億

円

だ

っ

た

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

源

泉

徴

収

分

は

、

同

�

・

２

％

減

の

２

兆

１

９

３

３

億

円

と

大

幅

に

減

少

し

た

。

大

き

く

減

少

し

た

要

因

の

一

つ

は

、

定

額

減

税

の

影

響

に

よ

る

も

の

。

　

ま

た

、

親

子

間

配

当

の

源

泉

徴

収

の

取

り

止

め

の

制

度

変

更

の

影

響

に

よ

り

配

当

税

収

が

前

年

よ

り

１

・

４

兆

円

減

少

。

３

月

期

決

算

法

人

の

株

主

総

会

が

６

月

に

ピ

ー

ク

を

迎

え

た

後

に

配

当

が

あ

る

こ

と

で

７

月

分

の

配

当

税

収

に

大

き

く

影

響

し

た

。

　

申

告

分

は

、

第

１

期

予

定

納

税

の

収

納

が

７

月

末

の

期

限

だ

が

、

今

年

は

定

額

減

税

の

措

置

に

伴

い

、

予

定

納

税

の

期

限

が

９

月

末

に

延

長

さ

れ

た

た

め

、

ま

だ

納

税

が

な

い

。

こ

う

し

た

要

因

に

よ

り

、

全

体

の

所

得

税

収

は

、

同

�

・

９

％

減

の

２

兆

２

２

７

２

億

円

と

な

っ

た

。

　

法

人

税

は

、

５

月

期

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

�

月

期

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

で

、

前

年

度

よ

り

４

倍

の

１

２

３

９

億

円

と

大

幅

に

増

加

。

同

省

は

、

「

７

月

分

は

、

例

年

３

月

決

算

法

人

の

還

付

金

が

多

く

出

て

マ

イ

ナ

ス

に

な

る

こ

と

も

あ

る

な

ど

、

法

人

税

収

が

大

き

く

な

い

割

に

ブ

レ

が

激

し

い

。

こ

の

た

め

、

今

回

は

前

年

を

大

き

く

上

回

っ

た

が

、

こ

れ

を

も

っ

て

ト

レ

ン

ド

が

言

え

る

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

」

と

説

明

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

前

回

、

税

務

通

達

の

法

的

性

格

論

を

述

べ

た

。

そ

の

税

務

通

達

に

関

し

て

、

近

年

、

最

も

注

目

さ

れ

て

き

た

の

が

、

財

産

評

価

基

本

通

達

（

評

価

通

達

）

６

項

の

適

用

問

題

で

あ

る

。

同

項

を

適

用

し

た

課

税

処

分

に

つ

い

て

、

や

れ

、

「

平

等

主

義

の

原

則

に

反

す

る

」

、

下

級

審

判

決

が

同

項

適

用

の

課

税

処

分

を

適

法

と

認

め

た

「

特

別

の

事

情

」

と

は

何

か

、

あ

る

い

は

、

同

項

適

用

の

課

税

処

分

を

最

高

裁

と

し

て

初

め

て

適

法

と

認

め

た

最

高

裁

令

和

４

年

４

月

�

日

判

決

に

い

う

「

実

質

的

な

租

税

負

担

の

公

平

に

反

す

る

と

い

う

べ

き

事

情

」

と

は

何

か

、

と

い

う

よ

う

な

表

面

的

な

議

論

に

終

始

し

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

〝

評

価

通

達

６

項

が

な

ぜ

存

在

す

る

の

か

〟

と

い

う

本

質

論

が

無

視

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

も

そ

も

、

相

続

税

法

�

条

は

、

「

相

続

、

遺

贈

又

は

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

財

産

の

価

額

は

、

当

該

財

産

の

取

得

の

時

に

お

け

る

時

価

」

に

よ

る

と

定

め

て

い

る

か

ら

、

そ

の

「

時

価

」

を

解

釈

す

れ

ば

足

り

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

「

時

価

」

に

つ

い

て

は

、

一

般

的

に

は

、

「

不

特

定

多

数

の

当

事

者

間

で

自

由

な

取

引

が

行

わ

れ

た

場

合

に

通

常

成

立

す

る

と

認

め

ら

れ

る

価

額

」

す

な

わ

ち

「

客

観

的

交

換

価

値

」

で

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

客

観

的

交

換

価

値

に

つ

い

て

は

、

所

得

税

法

及

び

法

人

税

法

に

お

い

て

無

償

取

引

等

に

問

題

と

な

る

当

該

資

産

の

「

そ

の

時

の

価

額

」

の

解

釈

と

共

通

し

て

い

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

所

得

税

法

及

び

法

人

税

法

に

関

し

て

は

、

「

そ

の

時

の

価

額

」

の

解

釈

に

つ

き

、

そ

れ

ぞ

れ

の

基

本

通

達

に

お

い

て

、

数

箇

条

の

取

扱

い

を

定

め

て

い

る

に

過

ぎ

な

い

。

と

こ

ろ

が

、

相

続

税

法

に

関

し

て

は

、

相

続

税

法

基

本

通

達

と

は

別

に

評

価

通

達

を

定

め

、

二

百

数

十

箇

条

に

及

ぶ

取

扱

い

を

定

め

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

評

価

通

達

を

定

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

理

由

は

、

「

相

続

・

遺

贈

」

の

法

的

性

格

と

相

続

等

に

よ

っ

て

取

得

し

た

財

産

の

「

時

価

」

を

全

て

評

価

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

に

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

「

相

続

・

遺

贈

」

は

、

商

事

上

の

取

引

で

は

な

い

の

で

「

通

常

取

引

さ

れ

る

価

額

」

は

存

在

せ

ず

、

か

つ

、

偶

発

的

に

生

じ

る

た

め

予

測

が

困

難

で

あ

る

。

そ

の

上

、

多

く

は

商

取

引

に

慣

れ

て

い

な

い

個

人

間

の

財

産

取

得

で

あ

る

か

ら

、

当

該

財

産

の

「

時

価

」

の

評

価

も

困

難

で

あ

る

。

他

方

、

相

続

税

法

を

施

行

す

る

税

務

職

員

に

お

い

て

も

、

相

続

等

に

よ

っ

て

取

得

し

た

財

産

の

「

時

価

」

の

評

価

に

長

け

て

い

る

職

員

が

多

い

わ

け

で

は

な

い

。

　

そ

の

た

め

、

相

続

税

法

の

施

行

と

い

う

実

務

上

の

要

請

か

ら

、

相

続

等

に

よ

っ

て

取

得

す

る

各

財

産

の

「

時

価

」

の

評

価

方

法

（

評

価

額

）

を

あ

ら

か

じ

め

定

め

て

お

く

評

価

通

達

の

存

在

が

必

要

と

な

る

。

こ

の

点

に

つ

き

、

評

価

通

達

１

項

（

２

）

で

は

、

「

時

価

と

は

、

…

…

不

特

定

多

数

の

当

事

者

間

で

自

由

な

取

引

が

行

わ

れ

る

場

合

に

通

常

成

立

す

る

と

認

め

ら

れ

る

価

額

を

い

い

、

そ

の

価

額

は

、

こ

の

通

達

の

定

め

に

よ

っ

て

評

価

し

た

価

額

に

よ

る

。

」

と

定

め

、

同

通

達

２

項

以

下

に

お

い

て

、

各

財

産

の

「

時

価

」

の

評

価

方

法

（

評

価

額

）

を

定

め

て

い

る

。

　

こ

の

評

価

方

法

（

評

価

額

）

は

、

課

税

の

公

平

を

図

る

た

め

に

統

一

的

（

画

一

的

）

な

方

法

が

採

用

さ

れ

、

か

つ

、

評

価

の

安

全

性

に

配

慮

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

各

財

産

に

係

る

課

税

時

期

前

に

定

め

て

お

く

必

要

が

あ

る

た

め

、

そ

の

評

価

額

は

一

種

の

標

準

価

額

で

あ

り

、

そ

れ

ら

を

総

括

し

た

評

価

基

準

制

度

が

採

用

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

評

価

額

は

、

標

準

価

額

で

あ

る

が

故

に

、

個

々

の

財

産

の

課

税

時

期

に

お

け

る

実

際

の

「

時

価

」

と

乖

離

す

る

こ

と

が

あ

り

得

る

。

　

そ

の

乖

離

が

租

税

法

律

主

義

の

下

で

許

容

し

難

い

と

い

う

の

で

あ

れ

ば

、

何

ら

か

の

補

完

措

置

が

必

要

に

な

る

。

そ

の

補

完

措

置

の

一

つ

が

、

個

別

的

補

完

措

置

（

評

基

１

６

９

（

２

）

、

１

８

５

か

っ

こ

書

等

）

で

あ

り

、

加

え

て

、

包

括

的

補

完

措

置

す

な

わ

ち

評

価

通

達

６

項

で

あ

る

。

同

６

項

は

、

「

こ

の

通

達

の

定

め

に

よ

っ

て

評

価

す

る

こ

と

が

著

し

く

不

適

当

と

認

め

ら

れ

る

財

産

の

価

額

は

、

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

評

価

す

る

。

」

と

定

め

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

側

か

ら

す

る

と

「

予

測

可

能

性

に

反

す

る

」

、

「

平

等

原

則

に

反

す

る

」

等

の

不

満

が

生

じ

、

そ

れ

に

加

担

す

る

識

者

か

ら

は

、

評

価

通

達

６

項

不

要

論

も

聞

こ

え

る

。

確

か

に

、

評

価

通

達

６

項

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

事

者

間

で

何

ら

か

の

コ

ン

セ

ン

サ

ス

（

適

用

要

件

）

は

必

要

で

あ

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

評

価

通

達

６

項

の

存

在

そ

れ

自

体

を

否

定

す

る

こ

と

は

、

前

述

の

評

価

基

準

制

度

の

必

要

性

を

否

定

す

る

こ

と

と

な

り

、

評

価

実

務

に

も

多

大

な

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

に

も

な

る

。

　税務行政に関するデジタル化についても大幅な改革が進んで

きています
。国税庁は令和３年に「税務行政のデジタル・トラ

ンスフォーメーション―税務行政の将来像２．０―」という取組

みを発表したのですが、その２年後の令和５年に、新型コロナ

ウィルス感染症への対応も相まって、税を含むあらゆる分野で

デジタルの活用が急速に広まっていること等を理由に、これを

改訂しています。

　主な内容は大きくわけて二つで、「納税者の利便性の向上」

と「課税・徴収実務の効率化・高度化」となります。後者は納

税者の手続き等に直接関わるものでないため、前者に関して施

された内容の現状と今後の対応について、二回にわたってみて

いきたいと思います。

　納税者自身が日常使い慣れたデジタルツールを用いて、あら

ゆる手続きを税務署に行かずに、また紙の資料も使わずに進め

るといった内容が主ですが、その手続きは勤務先等を通じて行

われることもありますので、事業者、そしてその補佐や代理を

する税理士等の専門家も内容を理解しておく必要があります。

　―マイナポータル連携―

　行政手続きのオンライン窓口であるマイナポータルと連携し

て、年末調整や確定申告に必要な情報を扱うことが可能となっ

ています。マイナンバーカードの発行率は�％を超えており（令

和６年８月�日時点、総務省）、�％を超えるスマートフォン

保有率と合わせて考えれば、大多数の納税者が利用できるとい

うことになります。

　年末調整や確定申告をする際に必要な生命保険等の控除資

料、住宅ローン残高証明書、医療費情報、給与所得や公的年金

源泉徴収票、株式の特定口座の情報などについては、証明書等

を入手して勤務先に提出、あるいは確定申告書に記載もしくは

入力するといった手続きが必要となりますが、現在これらの情

報はすべてマイナポータルと連携し入手することが出来ますの

で、収集や管理の手間が減り、また記入や計算の間違いがなく

なるといったメリットがあると思います。

　ただし、こうしたデータ連携を可能にするためには、そのデ

ータの発行や受領に関して、これを取り扱う事業者がデータ化

の対応をしていなくてはなりません。例えば、給与所得情報の

連動のためには、勤務先が源泉徴収票を電子申告で提出してい

なくてはなりませんし、また年末調整に必要なデータを従業員

から受領するためには、これに対応できるシステムが必要にな

ります。

　国税庁のホームページなどに、関連する情報は多数用意され

ています。

　事業者と従業員双方の利便性向上のためにも、一度参照して

頂くことを推奨します。

　次回も引き続き税務行政のＤＸのご紹介です。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

税

理

士

、

会

計

士

、

事

業

者

、

税

務

職

員

、

公

共

団

体

な

ど

消

費

税

の

実

務

に

携

わ

る

全

て

の

方

の

必

備

書

と

し

て

６

年

振

り

の

改

訂

版

。

　

令

和

６

年

６

月

�

日

発

遣

ま

で

の

通

達

改

正

を

織

り

込

み

、

基

本

通

達

の

す

べ

て

の

条

項

を

詳

細

に

解

説

し

た

最

新

版

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

通

達

、

軽

減

通

達

、

総

額

表

示

通

達

が

基

本

通

達

に

統

合

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

税

務

調

査

対

応

・

顧

問

先

指

導

・

税

理

士

試

験

に

も

不

可

欠

の

一

冊

。

　

「

納

税

義

務

者

」

か

ら

始

ま

り

、

「

課

税

期

間

」

「

課

税

範

囲

」

「

非

課

税

範

囲

」

「

輸

出

物

品

販

売

場

に

お

け

る

輸

出

物

品

の

譲

渡

に

係

る

免

税

」

「

資

産

の

譲

渡

等

の

時

期

」

「

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

の

控

除

」

「

簡

易

課

税

制

度

に

よ

る

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

の

控

除

」

「

課

税

標

準

額

に

対

す

る

消

費

税

額

の

調

整

」

「

事

業

者

が

消

費

者

に

対

し

て

価

格

を

表

示

す

る

場

合

の

取

扱

い

」

「

消

費

税

と

地

方

消

費

税

と

の

関

係

」

な

ど

全

�

章

で

構

成

。

　

巻

末

に

は

「

消

費

税

の

仕

入

税

額

控

除

制

度

に

お

け

る

適

格

請

求

書

等

保

存

方

式

に

関

す

る

申

請

書

等

の

様

式

の

制

定

に

つ

い

て

」

な

ど

の

様

式

通

達

、

経

理

通

達

、

税

率

引

上

げ

に

伴

う

経

過

措

置

通

達

な

ど

を

収

録

。

　

Ａ

５

判

、

１

２

８

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

５

７

２

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

滞

納

会

社

が

請

求

人

に

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

支

給

し

た

金

額

に

つ

い

て

、

国

税

不

服

審

判

所

が

、

請

求

人

の

当

該

会

社

に

お

け

る

役

員

と

し

て

の

職

務

執

行

及

び

功

労

と

の

対

価

的

均

衡

を

著

し

く

欠

く

も

の

で

あ

る

と

し

、

そ

の

支

給

は

無

償

譲

渡

等

の

処

分

に

該

当

す

る

と

し

た

事

例

。

　

滞

納

会

社

が

、

審

査

請

求

人

に

不

動

産

及

び

生

命

保

険

契

約

の

契

約

上

の

地

位

等

を

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

支

給

し

た

こ

と

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

支

給

の

額

は

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

相

当

と

認

め

ら

れ

る

金

額

と

比

較

し

て

対

価

的

均

衡

を

著

し

く

欠

く

も

の

で

あ

る

か

ら

、

当

該

支

給

は

著

し

く

低

い

額

の

対

価

に

よ

る

譲

渡

に

該

当

す

る

と

し

て

、

請

求

人

に

第

二

次

納

税

義

務

の

告

知

処

分

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

は

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

そ

の

支

給

は

、

国

税

徴

収

法

第

�

条

《

無

償

又

は

著

し

い

低

額

の

譲

受

人

等

の

第

二

次

納

税

義

務

》

に

規

定

す

る

無

償

譲

渡

等

の

処

分

に

該

当

す

る

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

５

年

�

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

滞

納

会

社

の

株

式

は

、

請

求

人

（

平

成

�

年

７

月

に

滞

納

会

社

の

代

表

取

締

役

及

び

取

締

役

を

辞

任

）

、

滞

納

会

社

の

代

表

取

締

役

で

あ

り

請

求

人

の

長

男

（

代

表

者

）

、

請

求

人

の

妻

及

び

滞

納

会

社

な

ど

が

そ

れ

ぞ

れ

保

有

し

て

お

り

、

請

求

人

及

び

代

表

者

が

自

己

株

式

を

除

く

発

行

済

株

式

総

数

の

�

％

を

超

え

る

数

を

保

有

す

る

同

族

会

社

で

あ

っ

た

。

滞

納

会

社

は

、

Ｋ

地

方

裁

判

所

に

よ

り

破

産

手

続

開

始

の

決

定

を

受

け

、

破

産

手

続

廃

止

の

決

定

を

受

け

た

。

　

滞

納

会

社

は

、

令

和

２

年

７

月

�

日

、

臨

時

株

主

総

会

を

開

催

し

、

請

求

人

に

対

し

役

員

退

職

慰

労

金

を

支

給

す

る

旨

の

決

議

を

し

た

。

支

給

に

係

る

退

職

金

支

払

明

細

書

の

内

訳

は

次

の

通

り

。

〈

役

員

退

職

金

〇

〇

〇

〇

円

の

内

訳

〉

　

　

　

土

地

　

〇

〇

〇

〇

円

　

未

収

入

金

（

貸

付

金

利

息

）

　

○

〇

〇

〇

円

　

保

険

解

約

返

戻

金

　

〇

〇

〇

〇

円

　

現

金

　

〇

〇

〇

〇

円

　

合

計

　

〇

〇

〇

〇

円

　

な

お

、

内

訳

の

土

地

は

、

請

求

人

が

昭

和

�

年

９

月

に

売

買

に

よ

り

取

得

し

、

�

年

２

月

に

建

物

（

土

地

と

併

せ

て

「

不

動

産

」

と

い

う

）

を

建

築

し

て

取

得

し

た

も

の

。

　

滞

納

会

社

は

、

令

和

２

年

５

月

に

、

同

年

４

月

分

の

源

泉

所

得

税

等

に

係

る

納

税

の

猶

予

申

請

書

を

Ｌ

税

務

署

長

に

提

出

し

、

納

税

の

猶

予

の

許

可

を

受

け

た

が

、

そ

の

後

も

納

税

が

困

難

な

状

況

は

変

わ

ら

ず

、

さ

ら

に

、

同

年

�

月

、

消

費

税

等

に

係

る

納

税

の

猶

予

申

請

書

を

提

出

し

、

納

税

の

猶

予

の

許

可

を

受

け

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

滞

納

会

社

の

財

産

に

滞

納

処

分

を

執

行

し

て

も

な

お

滞

納

国

税

に

不

足

す

る

こ

と

か

ら

、

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

本

件

支

給

の

う

ち

不

動

産

及

び

保

険

契

約

の

契

約

上

の

地

位

の

譲

渡

時

の

価

額

の

合

計

〇

〇

〇

〇

円

が

、

請

求

人

に

対

す

る

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

相

当

と

認

め

ら

れ

る

金

額

〇

〇

〇

〇

円

と

比

較

し

て

著

し

く

低

い

額

の

対

価

に

よ

る

譲

渡

で

あ

り

、

そ

の

差

額

の

○

○

○

○

円

に

つ

い

て

徴

収

法

第

�

条

に

規

定

す

る

著

し

く

低

い

額

の

対

価

に

よ

る

譲

渡

に

該

当

す

る

と

し

て

請

求

人

に

対

し

、

納

付

通

知

書

に

よ

り

告

知

し

た

。

請

求

人

は

、

再

調

査

決

定

を

経

た

後

の

本

件

告

知

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

不

動

産

は

、

本

件

支

給

決

議

に

よ

っ

て

本

件

滞

納

会

社

か

ら

請

求

人

に

譲

渡

さ

れ

た

財

産

か

否

か

、

及

び

本

件

支

給

は

、

徴

収

法

第

�

条

に

規

定

す

る

無

償

譲

渡

等

の

処

分

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

原

処

分

庁

が

し

た

第

二

次

納

税

義

務

の

納

付

告

知

処

分

に

つ

い

て

、

過

去

に

、

滞

納

会

社

か

ら

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

支

給

を

受

け

た

不

動

産

を

滞

納

会

社

に

売

却

し

た

こ

と

に

す

る

売

買

契

約

を

し

た

の

は

、

帳

簿

上

、

滞

納

会

社

の

使

途

不

明

金

を

請

求

人

に

対

す

る

役

員

貸

付

金

に

振

り

替

え

た

残

高

を

消

し

込

む

た

め

で

あ

り

、

不

動

産

の

所

有

権

は

請

求

人

が

有

し

た

ま

ま

で

あ

っ

た

か

ら

、

不

動

産

は

退

職

慰

労

金

と

し

て

請

求

人

に

譲

渡

さ

れ

た

財

産

で

は

な

い

。

　

ま

た

、

滞

納

会

社

が

請

求

人

に

不

動

産

や

生

命

保

険

契

約

の

契

約

上

の

地

位

等

を

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

支

給

し

た

こ

と

は

、

請

求

人

の

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

相

当

と

認

め

ら

れ

る

金

額

の

範

囲

内

で

あ

り

、

国

税

徴

収

法

第

�

条

に

規

定

す

る

無

償

譲

渡

等

の

処

分

に

は

該

当

し

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

役

員

貸

付

金

及

び

こ

れ

と

相

殺

さ

れ

た

売

買

契

約

に

基

づ

く

売

買

代

金

に

は

、

い

ず

れ

も

実

体

が

あ

っ

た

と

い

う

べ

き

で

あ

る

こ

と

や

、

滞

納

会

社

が

売

買

契

約

に

沿

っ

て

、

不

動

産

の

所

有

権

を

取

得

し

た

買

主

と

し

て

振

る

舞

っ

て

い

た

こ

と

な

ど

か

ら

す

れ

ば

、

売

買

契

約

は

、

実

体

の

な

い

仮

装

売

買

で

あ

っ

た

と

は

い

え

な

い

。

ま

た

、

国

税

徴

収

法

第

�

条

の

無

償

譲

渡

等

の

処

分

に

該

当

す

る

か

ど

う

か

は

、

平

均

功

績

倍

率

法

に

よ

っ

て

求

め

た

相

当

と

さ

れ

る

役

員

退

職

給

与

の

金

額

と

実

際

に

支

給

さ

れ

た

役

員

退

職

給

与

の

金

額

の

乖

離

の

程

度

に

加

え

て

、

当

該

役

員

の

職

務

又

は

功

労

の

内

容

、

程

度

、

勤

務

年

数

の

ほ

か

役

員

退

職

給

与

が

支

給

さ

れ

る

に

至

っ

た

具

体

的

事

情

等

を

も

考

慮

し

た

上

で

判

断

す

る

の

が

相

当

で

あ

る

と

こ

ろ

、

支

給

の

額

は

、

平

均

功

績

倍

率

法

に

よ

り

求

め

ら

れ

る

請

求

人

の

役

員

退

職

慰

労

金

と

し

て

相

当

と

認

め

ら

れ

る

金

額

の

７

倍

を

超

え

、

そ

の

乖

離

の

程

度

が

大

き

い

こ

と

に

加

え

、

請

求

人

の

主

な

業

務

は

社

員

教

育

で

あ

り

、

滞

納

会

社

の

経

営

を

担

っ

て

い

た

と

は

い

え

な

い

こ

と

や

支

給

の

決

議

当

時

の

状

況

等

に

鑑

み

れ

ば

、

支

給

が

さ

れ

た

の

は

、

滞

納

会

社

が

滞

納

国

税

の

徴

収

な

ど

を

回

避

す

る

た

め

で

あ

り

、

支

給

の

額

は

不

動

産

及

び

保

険

契

約

を

請

求

人

に

得

さ

せ

る

た

め

に

設

定

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

　

よ

っ

て

、

請

求

人

の

職

務

及

び

功

労

と

役

員

退

職

慰

労

金

の

金

額

と

の

対

価

的

均

衡

を

考

慮

し

た

上

で

決

定

さ

れ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

本

件

支

給

は

、

同

条

に

規

定

す

る

無

償

譲

渡

等

の

処

分

に

該

当

す

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　前回までは、フリーランス（特

定受託事業者）に係る取引の適

正化として、二つの義務と七つ

禁止行為の説明をしました。こ

れらは、公正取引委員会と中小

企業庁の所管となっています。

今回からは、厚生労働省の所管

となる就業環境の整備として、

四つの義務を説明します。取引

の適正化と同様に、特定受託事

業者に業務委託をする発注事業

者（特定業務委託事業者）が守

らなければならないルールとな

ります。

　特定業務委託事業者は、広告

等により特定受託事業者の募集

を行うときは、その情報につい

て、虚偽の表示または誤解を生

じさせる表示をしてはならず、

正確かつ最新の内容に保たなけ

ればならないこととされていま

す。

　この義務は、特定業務委託事

業者が、不特定多数の特定受託

事業者を募集する場合に適用さ

れます。そのため、特定の個人

との交渉において提示される募

集情報は対象になりません。

　フリーランス保護法の違反と

なる例としては、①意図的に実

際の報酬額よりも高い額を表示

する（虚偽表示）、②実際に募

集を行う企業と別の企業の名称

で募集する（虚偽表示）、③報

酬額の表示が、実際の報酬額等

よりも高額であるかのように表

示する（誤解を生じさせる表

示）、④すでに募集を終了した

にもかかわらず、削除せず表示

し続ける（古い情報の表示）な

どが示されています。

　一方で、当事者間の合意に基

づき、広告等に掲載した募集情

報から実際に契約する際の取引

条件を変更することは、違反と

はなりません。

　ハラスメント行為により特定

受託事業者の就業環境を害する

ことのないよう、特定業務委託

事業者は、相談対応のための体

制整備その他の必要な措置を講

じなければならないこととされ

ています。また、特定受託事業

者がハラスメントに関する相談

を行ったこと等を理由として不

利益な取扱いをしてはならない

こととされています。

　ここでいうハラスメント行為

には、セクシュアルハラスメン

ト、妊娠・出産等に関するハラ

スメント、パワーハラスメント

が含まれます。

　特定業務委託事業者に求めら

れる相談対応のための体制整備

の内容は、①ハラスメントを行

ってはならない旨の方針の明確

化、方針の周知・啓発、②相談

に応じ、適切に対応するために

必要な体制の整備、③業務委託

におけるハラスメントへの事後

の迅速かつ適切な対応となって

います。

　これらの対応にあたり、特定

業務委託事業者が、雇用主とし

て労働法に基づき講じている職

場のハラスメント対策と同様で

あり、労働法に基づき整備した

社内体制やツールを活用するこ

とも可能となっています。

　

深

さ

は

、

ど

こ

か

ら

や

っ

て

く

る

の

か

？

　

そ

ん

な

問

い

に

、

１

つ

の

考

え

を

提

示

し

て

み

よ

う

。

現

状

分

析

が

的

確

に

さ

れ

て

い

る

と

き

、

い

か

に

詳

細

で

優

れ

て

い

た

と

し

て

も

、

そ

こ

に

深

さ

ま

で

感

じ

る

こ

と

は

少

な

い

よ

う

に

思

う

。

　

深

さ

と

は

、

現

況

に

時

間

軸

で

の

検

討

が

加

わ

る

こ

と

で

生

じ

る

、

味

わ

い

の

よ

う

な

も

の

だ

と

考

え

る

。

時

間

軸

と

は

、

誕

生

か

ら

現

在

ま

で

の

歴

史

を

指

す

。

歴

史

を

縦

軸

と

す

れ

ば

、

類

似

す

る

も

の

と

比

較

す

る

こ

と

は

横

軸

（

横

断

的

考

察

）

に

な

る

。

最

近

は

、

歴

史

の

直

線

（

日

本

史

）

だ

け

で

な

く

、

同

時

期

に

外

国

で

起

き

て

い

た

こ

と

（

世

界

史

）

と

の

対

比

も

求

め

ら

れ

る

傾

向

に

あ

る

。

　

も

ち

ろ

ん

横

断

的

考

察

も

重

要

だ

が

、

複

雑

さ

を

増

す

と

軸

が

ぶ

れ

、

対

象

が

曖

昧

に

な

る

か

ら

、

注

意

も

必

要

で

あ

る

。

　

法

学

に

は

、

比

較

法

と

い

っ

て

諸

外

国

の

法

制

度

と

の

対

照

的

考

察

を

行

う

研

究

手

法

が

あ

る

。

他

国

の

制

度

に

触

れ

て

視

野

は

広

が

る

が

、

「

～

で

は

」

を

羅

列

す

る

知

識

の

披

歴

に

陥

る

お

そ

れ

を

伴

う

。

　

税

法

に

シ

フ

ト

し

よ

う

。

所

得

税

法

を

と

ら

え

る

に

は

、

現

行

の

所

得

税

制

を

詳

細

に

分

析

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。

が

、

こ

の

法

律

に

は

、

明

治

�

（

１

８

８

７

）

年

の

創

設

か

ら

繰

り

返

し

さ

れ

た

改

正

の

歴

史

も

あ

る

。

立

法

経

緯

や

沿

革

と

呼

ば

れ

る

「

歴

史

」

の

縦

軸

で

あ

る

。

　

本

書

は

「

所

得

税

法

の

バ

イ

ブ

ル

」

と

呼

ば

れ

て

い

て

、

超

が

つ

く

ほ

ど

重

要

な

基

本

文

献

に

な

る

。

税

に

た

ず

さ

わ

る

方

が

、

必

ず

手

元

に

置

い

て

お

き

た

い

１

冊

だ

ろ

う

。

特

色

の

１

つ

に

、

項

目

ご

と

に

整

理

さ

れ

た

立

法

経

緯

の

説

明

が

あ

る

。

　

現

在

は

注

解

所

得

税

法

研

究

会

に

よ

る

編

集

に

な

っ

て

い

る

が

、

も

と

も

と

は

植

松

守

雄

氏

に

よ

る

大

著

で

あ

っ

た

。

遺

志

を

継

い

だ

池

本

征

男

先

生

を

中

心

に

改

訂

が

さ

れ

、

現

在

は

六

訂

版

（

２

０

１

９

年

刊

行

）

が

あ

る

。

弁

護

士

時

代

か

ら

担

当

税

務

訴

訟

の

論

点

に

つ

い

て

、

必

ず

本

書

を

ひ

も

解

い

て

き

た

。

当

時

よ

く

助

言

を

い

た

だ

い

た

の

が

池

本

先

生

で

あ

る

。

　

研

究

の

道

を

目

指

し

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

わ

た

し

に

は

、

ふ

つ

う

の

法

学

者

と

異

な

り

、

直

接

の

指

導

教

員

が

い

な

い

。

学

部

時

代

の

ゼ

ミ

の

先

生

は

い

る

の

だ

が

、

民

事

訴

訟

法

ゼ

ミ

だ

っ

た

。

税

法

を

学

問

と

し

て

研

究

し

、

大

学

で

講

義

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

つ

ま

る

と

こ

ろ

独

学

に

よ

る

が

、

最

も

影

響

を

受

け

た

専

門

家

は

、

植

松

先

生

か

ら

の

教

え

を

胸

に

、

税

務

大

学

校

研

究

部

主

任

教

授

、

東

京

国

税

不

服

審

判

所

横

浜

支

所

長

、

八

王

子

税

務

署

長

な

ど

を

歴

任

し

、

税

理

士

試

験

委

員

も

さ

れ

た

池

本

先

生

に

な

る

。

　

弁

護

士

時

代

、

担

当

し

た

税

務

案

件

の

ほ

と

ん

ど

に

つ

い

て

的

確

な

助

言

を

い

た

だ

き

、

入

所

時

か

ら

法

律

事

務

所

の

判

例

研

究

会

で

は

判

例

の

読

み

方

を

さ

ま

ざ

ま

教

わ

っ

た

。

わ

た

し

が

初

め

て

所

得

税

法

の

本

を

書

い

た

と

き

、

先

生

は

『

分

か

り

や

す

い

「

所

得

税

法

」

の

授

業

』

（

光

文

社

新

書

）

の

ゲ

ラ

を

読

ん

で

下

さ

り

、

随

所

に

丁

寧

な

コ

メ

ン

ト

を

く

だ

さ

っ

た

。

　

研

究

や

教

育

で

文

献

を

読

ん

で

も

分

か

ら

な

い

こ

と

が

あ

る

と

、

い

ま

で

も

先

生

に

質

問

を

メ

ー

ル

で

送

信

し

て

い

る

。

税

法

で

は

先

生

あ

っ

て

、

い

ま

の

わ

た

し

が

い

る

。

先

生

の

先

生

の

著

書

で

あ

る

本

書

は

、

個

人

的

に

も

深

い

書

物

で

あ

る

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

上

竹

良

彦

（

う

え

た

け

・

よ

し

ひ

こ

）

氏

の

略

歴

　

昭

和

�

年

関

東

信

越

国

税

局

入

局

。

雪

谷

税

務

署

長

、

国

税

庁

審

理

室

長

、

国

税

庁

消

費

税

室

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

５

年

７

月

か

ら

熊

本

国

税

局

総

務

部

長

。

�

歳

。

茨

城

県

出

身

。

　

大

阪

国

税

局

で

初

と

な

る

大

学

生

の

イ

ン

タ

ー

ン

シ

ッ

プ

（

就

業

体

験

）

が

８

月

�

日

、

�

日

の

両

日

、

同

局

で

行

わ

れ

、

約

１

８

０

人

が

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

国

税

専

門

官

試

験

受

験

者

を

対

象

と

し

、

両

日

と

も

に

同

一

内

容

で

実

施

さ

れ

、

国

税

専

門

官

の

業

務

内

容

の

説

明

、

税

務

調

査

の

基

礎

知

識

（

調

査

の

流

れ

・

所

得

の

考

え

方

等

）

の

研

修

な

ど

を

受

講

後

、

模

擬

調

査

で

、

非

違

事

項

の

指

摘

体

験

を

行

っ

た

ほ

か

、

先

輩

職

員

と

の

座

談

会

な

ど

を

行

っ

た

。

　

参

加

し

た

学

生

は

「

税

知

識

だ

け

で

な

く

相

手

の

考

え

方

、

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

能

力

が

必

要

だ

と

感

じ

た

。

体

験

を

通

じ

て

国

税

局

に

対

す

る

イ

メ

ー

ジ

が

変

わ

っ

た

」

「

ぜ

ひ

国

税

専

門

官

試

験

を

受

験

し

た

い

」

と

話

し

て

い

た

。

　

児

島

範

昭

（

こ

じ

ま

・

の

り

あ

き

）

氏

の

略

歴

　

平

成

２

年

国

税

庁

入

庁

。

福

岡

国

税

局

総

務

部

長

、

大

阪

国

税

局

総

務

部

長

、

同

庁

企

画

官

兼

広

報

広

聴

室

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

５

年

７

月

か

ら

同

庁

個

人

課

税

課

長

。

�

歳

。

岡

山

県

出

身

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

（

荒

井

喜

和

会

長

）

主

催

の

税

金

ク

イ

ズ

＆

少

年

サ

ッ

カ

ー

大

会

が

こ

の

ほ

ど

、

北

広

島

市

の

サ

ン

パ

ー

ク

公

園

多

目

的

広

場

で

開

か

れ

た

＝

写

真

。

　

同

法

人

会

の

地

域

社

会

貢

献

事

業

で

本

年

は

第

�

回

の

大

会

と

な

り

、

札

幌

、

北

広

島

、

恵

庭

、

千

歳

か

ら

小

学

４

年

生

以

下

の

�

チ

ー

ム

が

参

加

し

た

。

　

当

日

は

朝

か

ら

雨

が

降

り

、

芝

の

ピ

ッ

チ

に

足

を

と

ら

れ

な

が

ら

も

、

約

１

７

０

人

の

子

ど

も

達

が

元

気

に

ボ

ー

ル

を

追

い

か

け

た

。

　

ま

た

、

例

年

試

合

の

合

間

に

行

う

税

金

を

テ

ー

マ

に

し

た

ク

イ

ズ

大

会

や

紙

芝

居

は

、

あ

い

に

く

の

雨

の

た

め

中

止

と

し

た

が

、

税

の

絵

は

が

き

の

応

募

用

紙

等

を

事

前

に

チ

ー

ム

へ

送

っ

て

あ

り

、

各

自

で

取

組

む

形

態

と

し

て

当

日

提

出

、

各

選

手

積

極

的

に

楽

し

ん

で

参

加

し

て

い

る

様

子

だ

っ

た

。

　

サ

ッ

カ

ー

大

会

の

成

績

は

次

の

通

り

。

　

①

Ｄ

Ｏ

Ｈ

Ｔ

Ｏ

�

Ｕ

―

�

（

北

広

島

市

）

②

稲

穂

サ

ッ

カ

ー

少

年

団

（

千

歳

市

）

③

札

幌

澄

川

Ｊ

Ｆ

Ｃ

（

札

幌

市

南

区

）

　

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

沖

縄

国

税

事

務

所

長

に

就

任

し

た

児

島

範

昭

氏

（

国

税

庁

個

人

課

税

課

長

）

＝

写

真

＝

が

就

任

の

抱

負

を

次

の

よ

う

に

語

っ

た

。

　

沖

縄

で

の

勤

務

は

初

め

て

で

す

が

、

豊

か

な

自

然

と

独

自

の

歴

史

や

文

化

を

有

す

る

大

変

魅

力

的

な

こ

の

沖

縄

の

地

で

勤

務

で

き

る

こ

と

を

大

変

う

れ

し

く

光

栄

に

思

っ

て

い

ま

す

。

　

「

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

促

進

」

な

ど

の

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

や

「

沖

縄

県

産

酒

類

の

振

興

」

に

つ

い

て

は

、

関

係

機

関

と

の

連

携

を

強

化

し

て

、

さ

ら

に

積

極

的

な

取

り

組

み

を

進

め

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

当

所

は

、

他

の

国

税

局

に

比

べ

て

小

所

帯

で

す

が

「

税

務

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

の

向

上

」

や

「

セ

ン

タ

ー

化

の

円

滑

な

実

施

」

と

い

っ

た

重

要

課

題

に

つ

い

て

も

、

職

員

が

一

体

感

を

持

っ

て

、

組

織

と

し

て

し

っ

か

り

対

応

し

て

い

き

た

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

　

ま

た

、

若

い

職

員

が

多

く

、

伸

び

し

ろ

の

あ

る

活

気

の

あ

る

職

場

で

あ

る

と

も

感

じ

て

お

り

、

職

員

一

人

一

人

が

「

使

命

感

を

胸

に

挑

戦

す

る

、

税

の

プ

ロ

フ

ェ

ッ

シ

ョ

ナ

ル

」

と

し

て

能

力

を

発

揮

で

き

る

よ

う

、

組

織

運

営

を

通

し

て

「

信

頼

で

　

国

の

財

政

支

え

る

　

組

織

」

を

推

進

し

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

武

蔵

府

中

青

色

申

告

会

（

相

原

博

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

親

子

租

税

学

習

ツ

ア

ー

」

を

開

催

し

た

。

　

同

会

実

施

の

毎

年

好

評

の

企

画

で

、

定

員

（

�

組

）

に

対

し

て

約

４

・

５

倍

の

１

６

５

組

の

応

募

が

あ

っ

た

。

　

当

日

は

、

東

京

上

野

税

務

署

内

の

「

タ

ッ

ク

ス

☆

ス

ペ

ー

ス

Ｕ

Ｅ

Ｎ

Ｏ

」

で

、

租

税

教

室

や

パ

ソ

コ

ン

を

使

っ

た

街

づ

く

り

体

験

、

ク

イ

ズ

な

ど

で

税

を

学

ん

だ

り

＝

写

真

、

１

億

円

の

重

さ

を

体

験

し

た

。

　

ま

た

、

国

立

科

学

博

物

館

を

訪

問

し

、

館

内

を

自

由

に

見

学

し

た

り

、

ス

カ

イ

ツ

リ

ー

を

眺

め

な

が

ら

の

ラ

ン

チ

バ

イ

キ

ン

グ

も

堪

能

し

た

。

　

参

加

し

た

児

童

や

保

護

者

か

ら

は

、

「

税

金

が

ど

の

よ

う

に

使

わ

れ

て

い

る

か

知

る

こ

と

が

で

き

た

」

「

親

子

で

学

ぶ

こ

と

が

で

き

良

い

時

間

を

過

ご

す

こ

と

が

で

き

た

」

「

次

も

参

加

し

た

い

」

な

ど

の

感

想

が

寄

せ

ら

れ

た

。

　

国

税

庁

の

７

月

�

日

付

の

人

事

異

動

に

よ

り

、

高

松

国

税

局

長

に

就

任

し

た

上

竹

良

彦

氏

は

こ

の

ほ

ど

、

高

松

市

天

神

前

の

同

局

で

就

任

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

会

見

で

上

竹

局

長

は

、

「

内

国

税

の

適

正

か

つ

公

平

な

賦

課

及

び

徴

収

」

を

実

現

し

、

「

納

税

者

の

自

発

的

な

納

税

義

務

の

履

行

を

適

正

か

つ

円

滑

に

実

現

す

る

」

と

い

う

国

税

庁

の

使

命

を

達

成

す

る

た

め

に

は

、

我

々

の

組

織

や

税

務

行

政

に

対

す

る

納

税

者

の

皆

様

の

理

解

と

信

頼

を

得

る

こ

と

が

重

要

だ

。

ま

ず

は

、

納

税

者

か

ら

信

頼

さ

れ

る

組

織

運

営

を

進

め

て

参

り

た

い

、

と

力

強

く

抱

負

を

述

べ

た

。

　

ま

た

、

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

（

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

）

推

進

に

つ

い

て

、

社

会

全

体

で

デ

ジ

タ

ル

化

の

恩

恵

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

、

税

務

手

続

に

限

ら

ず

事

業

者

の

業

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

促

進

に

、

関

係

機

関

や

関

係

民

間

団

体

等

と

連

携

し

て

取

り

組

ん

で

参

り

た

い

、

な

ど

と

語

っ

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

杉

並

青

色

申

告

会

（

内

山

勝

夫

会

長

）

は

８

月

８

日

、

同

会

本

部

ア

ー

ス

館

で

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

の

書

き

方

を

教

え

る

セ

ミ

ナ

ー

「

『

税

の

作

文

』

書

き

方

教

室

」

を

開

催

し

た

。

　

同

セ

ミ

ナ

ー

は

、

今

年

で

４

回

目

の

開

催

と

な

り

、

都

内

の

中

学

３

年

生

４

人

が

参

加

し

た

。

　

ま

ず

初

め

に

、

同

会

の

職

員

が

課

税

の

公

平

性

に

つ

い

て

説

明

し

、

引

き

続

き

、

国

語

の

教

員

免

許

を

持

つ

専

門

家

が

、

冒

頭

で

学

ん

だ

こ

と

か

ら

税

の

作

文

を

書

く

方

法

に

つ

い

て

説

明

＝

写

真

。

そ

の

後

、

参

加

者

は

、

作

文

を

書

き

始

め

る

た

め

の

「

ア

イ

デ

ア

シ

ー

ト

」

に

作

文

で

伝

え

た

い

こ

と

、

具

体

的

な

体

験

や

思

い

出

、

書

く

順

番

を

書

き

込

ん

だ

。

　

作

文

が

苦

手

な

生

徒

も

書

き

方

を

学

ん

だ

こ

と

で

、

「

作

文

を

書

く

準

備

が

出

来

ま

し

た

。

セ

ミ

ナ

ー

に

参

加

し

て

よ

か

っ

た

で

す

」

と

話

し

て

い

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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